
西讃管内

① 瀬入川
② 芋扱川
③ 加儀田川
④ 唐井出川
⑤ 吉田川

簡易型河川監視ｶﾒﾗ
R2設置予定箇所

危機管理型水位計
R2設置予定箇所

ｶ①

①

②

③
④

⑤

ｶ① 高瀬川 庄田中央橋

詳細な設置箇所について
再度現地確認します
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小豆管内

① 森庄川
② 木庄川
③ 中筋川
④ 向条川
⑤ 橘川

無し

簡易型河川監視ｶﾒﾗ
R2設置予定箇所

危機管理型水位計
R2設置予定箇所

⑥ 小川
⑦ 競川
⑧ 春田川
⑨ 角田川
⑩ 小瀬桂川

①

②

③
④

⑤

⑥

⑦
⑧

⑨⑩

詳細な設置箇所について
再度現地確認します
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財田川

高瀬川

金倉川

土器川

大束川 本津川

香東川

春日川

新 川
鴨部川

津田川

湊 川

綾 川

洪水により国民経済上重大又は相当な損害を生じるおそれがある河川を
洪水予報河川・水位周知河川として指定

（水防法第10条等）

国・都道府県

（１）水害危険性の周知促進
②水位周知河川の拡充

（国管理河川）
吉田川

弘田川

以下の２河川において
水位周知河川の指定に向け
検討中
（特別警戒水位の設定・
洪水浸水想定区域の指定
等）

・新川支流 吉田川
・弘田川

４ 水害・土砂災害危険性の周知について
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②水位周知河川の拡充（水位設定のイメージ）

４ 水害・土砂災害危険性の周知について

【水位設定方法】
ネック箇所の天端高
（危険水位）

基準水位観測所に
換算した水位

基準水位
観測所に換算

基準水位観測所の受け持つ水位周知区間

①水位周知区間内の箇所毎の
危険水位を定める。

②一連区間内の一番低い危険水位を
基準水位観測所の水位に換算する。

③②の水位からﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ分の水位
上昇量を差し引いて、氾濫危険水位、
避難判断水位をそれぞれ設定する。
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②水位周知河川の拡充（水位設定のイメージ）

１

２

３

４

５

警戒レベル

氾濫危険水位
（特別警戒水位）

避難判断水位

氾濫注意水位
（警戒水位）

水防団待機水位
（通報水位）

※ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ①
築堤河道：60分
掘り込み河道：30分

※ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ②
（一律30分）

※ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ①：避難勧告の発令作業、情報伝達、避難等に要する時間

※ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ②：避難準備情報の発令作業、情報伝達、避難場所の開設等に要する時間

既設定

これから
設定

ネック箇所の危険水位
（一番早く越水or溢水する水位）

を基準水位観測所の水位に換算した水位

４ 水害・土砂災害危険性の周知について

避難準備情報
発表の目安

避難勧告
発令の目安

※各レベルの配色は、
内閣府の推奨配色
（R2.5.29公表）を使用
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洪水予報河川・水位周知河川として指定された後に、発生す
る作業は、以下の通りである

市・町

②水位周知河川の拡充

４ 水害・土砂災害危険性の周知について

〇水防事務

・水位情報の発信や避難情報の発信を行う

〇県が洪水浸水想定区域図を作成した後

・洪水ハザードマップの作成

・市町地域防災計画の変更（避難場所、洪水浸水想定区域内にある
地下街や要配慮者利用施設などの名称及び所在地）
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平成30年度に設置した34基の危機管理型水位計設置箇所につい
て、周辺住民の避難の目安となる水位（危険水位）を暫定的に
設定し、住民主体の適切な避難行動を促す。

方針

（１）水害危険性の周知促進
③危険水位の設定（危機管理型水位計設置箇所）

４ 水害・土砂災害危険性の周知について

香川県の状態 岐阜県の状態

イメージ図
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（２）土砂災害危険性の周知促進 ①２巡目基礎調査実施予定

４ 水害・土砂災害危険性の周知について

〇これまでの基礎調査について

〇これからの基礎調査について

・土砂災害危険箇所の公表 （平成14年度）
国の通知に基づき、机上により地形や勾配を調査し、県が公表したもの。

・土砂災害警戒区域等について （平成17年～27年）
土砂災害防止法に基づき、土砂災害危険箇所を対象に「基礎調査」を実施し、
土砂砂災害警戒区域等を指定した。（一部区域は未指定）

・公共事業による対策完了箇所の見直し調査

・民間開発等により地形改変が生じた箇所の見直し調査

・地図精度向上による新規箇所の調査
（土砂災害危険箇所の抽出に用いた図面では抽出できなかった箇所について、
より詳細な地形データの活用することで、新たな箇所を抽出し、調査する。）

〇これからの基礎調査の結果等に関する取扱いについて

・基礎調査の結果を遅滞なく、関係市町や住民に知らせるために、市町への意見聴取前に、
結果を公表する。
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（２）土砂災害危険性の周知促進 公共事業による対策完了箇所の見直し調査

４ 水害・土砂災害危険性の周知について

（対策工事前） （対策工事後）

土砂災害特別警戒区域の解除事例（多度津町：県事業）

・今後の予定について

県、市町事業により、対策工事を実施した箇所について、随時、区域の見直しを実施している。

現在調査を進めている箇所について、来年度に調査結果の説明を行った後、公表する予定。
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（２）土砂災害危険性の周知促進 民間開発等により地形改変が生じた箇所の見直し調査

４ 水害・土砂災害危険性の周知について

（調査時の状況） （地形改変後の状況）

・今後の予定について

民間開発等により、地形改変が生じた箇所について、今後、区域の見直しを予定している。

地形改変のあった箇所について、再調査の対象箇所を整理し、見直し調査を進める。

地形改変により、土砂災害警戒区域等の変更が生じる。
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（２）土砂災害危険性の周知促進 地図精度向上による新規箇所の調査

４ 水害・土砂災害危険性の周知について

資料：R2.1.23 国土交通省 事務連絡

より詳細な地形データの活用することで、新たな箇所を抽出する。

・今後の予定について

新規箇所の抽出方法について、詳細な検討を行う。
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（２）土砂災害危険性の周知促進 地図精度向上による新規箇所の調査の必要性

４ 水害・土砂災害危険性の周知について

（令和元年東日本台風及び低気圧等に伴う土砂災害被害）
人的被害等が生じた259 箇所のうち、土砂災害警戒区域に指定されておらず、詳細な地形データの活用
により抽出できる可能性があるものが51 箇所（全体の約2 割）あったことから、地図精度向上による新規

箇所の調査は、ハザード情報の高度化につながる。 （土砂災害防止対策基本指針変更予定）

資料：R2.1.29 土砂災害対策小委員会
（第２回防止）資料2
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（２）土砂災害危険性の周知促進 ②土砂災害警戒区域等の公表・指定・周知方法

４ 水害・土砂災害危険性の周知について

（従来の取扱い） （今後の取扱い）

・区域指定により、初めて公表される。
（公表までに時間を要している。）

・調査結果がまとまれば、意見聴取前に公表する。

基礎調査の結果については、土砂災害防止法により公表が義務付けされており、
今回、市町や住民等に土砂災害の危険性を早期に認識してもらうために、関係
市町の意見照会前に、結果の公表を行う予定である。
なお、県ホームページより結果を公表する。
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（２）土砂災害危険性の周知促進 ②土砂災害警戒区域等の公表・指定・周知方法

４ 水害・土砂災害危険性の周知について

【土砂災害防止法の抜粋】

（基礎調査）
第四条２ 都道府県は、基礎調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、関係のある市町
村（特別区を含む。以下同じ。）の長に通知するとともに、公表しなければならない。

（土砂災害警戒区域）

第七条３都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見
を聴かなければならない。

【施行規則の抜粋】

（基礎調査の結果の通知及び公表の方法）

第一条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（以下「法」とい
う。）第四条第二項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその
概要を記載した書面を送付して行わなければならない。

（関係法令）
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４ 水害・土砂災害危険性の周知について

内水ハザードマップの作成
及び見直しをお願いします。

（３）内水被害対策
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（４）災害リスクの現地表示 まるごとまちごとハザードマップの概要

４ 水害・土砂災害危険性の周知について

資料：R1.12.17国土交通省通知より
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（４）災害リスクの現地表示 まるごとまちごとハザードマップの意義

４ 水害・土砂災害危険性の周知について

資料：H31.4「まるごとまちごとハザードマップのすすめ（国土交通省）」より
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（４）災害リスクの現地表示 まるごとまちごとハザードマップの課題

４ 水害・土砂災害危険性の周知について

資料：H31.4「まるごとまちごとハザードマップのすすめ（国土交通省）」より
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４ 水害・土砂災害危険性の周知について

まるごとまちごとハザードマップについて

○いただいた意見（市町：第5回幹事会）

・県や市が実施すると地元から反対意見が多いと考える。
・自主防災組織等に対する支援によって自主的に整備するよう働きかけることも

有効ではないか。
・費用や管理が不安。
・現在、現地表示に関して計画、準備を行っている自治会があり、これを支援している。

観光地であり、今後、検討する必要がある。

○対策案

・ハザードマップの内容（浸水深や避難場所）を日常生活上で視認されやすくなるため、
避難の実行性を高めることができる。このようなことから、県として導入に向けてサ
ポートしていきたい。（次ページにサポート事例）
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（４）災害リスクの現地表示 まるごとまちごとハザードマップの取組

４ 水害・土砂災害危険性の周知について

【市町の取組（琴平町）】
・地元団体と協力・連携しながら、令和２年度より段階的に実施予定
（令和２年度は表示箇所について地元協議を行い、現地での浸水深を確認する。）

・県は浸水深などの情報提供や、他県の事例紹介等により実施計画の支援を行う。
【県の支援】

公表した洪水浸水想定区域を
50cm単位で細区分化し（上図）、
標識設置箇所付近の浸水深を10cm
単位で5mメッシュ毎に表示（左
図）した資料を提供する。

水害統計調査により、過去に市町が

作成した浸水実績図を情報提供する。

浸水区域の細区分化 過去の浸水実績の提供
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